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応募者全員に参加賞を進呈します！
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令和6年度「東京都こども基本条例」ポスターコンクール応募用紙

氏 　 名 学　年
小学校

　　　　　　年

電話番号 メールアドレス（　　　　）

〒

ふりがな

学  校  名

住 　 所

★必要事項を記入の上、作品裏面に添付してください。　　★黒ボールペンを使用し、読みやすい字で丁寧に記入してください。

（キリトリ）

申込のきっかけ

このポスターコンクールをどこで
知りましたか？

□ ①学校
□ ②児童館・学童クラブ・図書館等
□ ③エコチル
□ ④SNS
　　（□LINE　□X　□Instagram）
□ ⑤その他
　    （　　　　　　　　　　　　　 ）

と思ったそこのあなたは、
左の二次元コードから
チェックしてみてね！

応募したいけど条例って何だろう…？子供の笑顔があふれる東京を目指して、令和３年に「東京都こども
基本条例」が制定されました。この条例を多くの方に知ってもらう
きっかけとして、ポスターコンクールを実施します。ポスターを描く
こと、選ぶことに子供が参加することで、条例の理念である子供の
意見表明や社会参加につなげるものです。

令和６年度「東京都こども基本条例」ポスターコンクール

1.応募資格

応募時に、東京都内に在住又は在学の６歳～12歳の子供

2 .募集部門
●小学校低学年部門（小学校１～３年生相当）
●小学校高学年部門（小学校４～６年生相当）

3.テーマ

「こどもにやさしい東京」～あなたが笑顔になれる場所～
ここにいると楽しいな、安心できるなと感じている場所はありますか？
例えば、家や学校、公園、友達と集まることができる場所など…そんな
場所ですごしているあなたと周りの人について自由に描いてください。

4.応募方法

5.応募期間

応募作品には、標語として「こどもにやさしいとうきょう」又は
「こどもにやさしい東京」の文字を入れてください。
①手描き作品の場合
●四つ切サイズの画用紙（約39㎝×54㎝）を、横に使用してください。
　彩色及び画材は自由です。
●募集チラシ又はウェブサイトから応募用紙を入手し、必要事項を記入
　の上、応募作品裏面に添付し、送付してください。
②デジタル作品の場合
●作品はパソコンやタブレットを用い、横向きで制作してください。
●表面のQRコードから応募専用フォームにアクセスし、必要事項を
　入力の上、データを送信してください。
●ピクセル数やデータ容量については、制限があります。制作の前に
　表面のQRコードにアクセスし、応募ページに記載の注意事項をご
　確認ください。

9.入賞作品の活用について

以下に例示する方法で東京都こども基本条例の普及啓発に活用します。
なお、活用に際し、作品のトリミング等が行われることがあります。
最優秀賞作品
●都営バスラッピングのデザインに使用
●東京都の公表物への掲載
入賞作品（最優秀賞・優秀賞・デジタル特別賞）
●パネル展など、東京都が主催するイベントでの掲出
●こども基本条例普及啓発ポスターのデザインに使用
　（都内の学校や子供関連施設に配布予定）

10.作品の著作権について

作品制作者は、東京都に対し、作品に係る著作権法（昭和45年法律
第48号）第21条から第28条までに規定する権利（著作権）を無償で
譲渡するものとします。また、著作権法第18条から第20条までに規定
する権利（著作者人格権）を行使しないものとします。

12 .応募先・お問合せ

〒104-0045
東京都中央区築地3-7-10 JS築地ビル5階  株式会社アルファネット内
「東京都こども基本条例ポスターコンクール」事務局
メール ： info@kodomo-poster2024.metro.tokyo.lg.jp

令和6年7月22日（月）から令和6年8月30日（金）まで　（当日消印有効）

6.入賞作品の決定

①外部有識者を含む審査委員会による選考の後、こども都庁モニター
　（都政に関するウェブアンケート回答者)等による投票で決定します。
②令和６年12月頃に決定し、東京都ホームページ等で発表します。
　入賞者には個別に通知するとともに、別途表彰式を行います。
③入選外の方への通知は省略させていただきます。

11.応募上の注意等

①応募作品は返却等しません。
②応募は手描き作品、デジタル作品それぞれ1点までとし、未発表のオリ
　ジナル作品に限ります。
③作品に折り目がつかない形で送付してください。
④郵送料・通信費等の応募に係る経費は、応募者の負担となります。

7.賞状・副賞

入賞作品には、賞状と副賞（図書カード）を贈呈します。
●最優秀賞：各部門１名／図書カード（1万円相当）
●優秀賞：各部門２名／図書カード（5,000円相当）
●デジタル特別賞：デジタル作品応募者の中から１名程度／
　　　　　　　　 図書カード（5,000円相当）

8 .参加賞

応募者全員に参加賞（文房具）を送付します。


